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名張市太陽光発電設備等設置費補助金 Ｑ＆Ａ 

 

令和６年５月２２日現在 

 

想定されるよくあるご質問について、掲載しています。以下に挙げるご質問のほか、ご不明

点がございましたら、担当室・環境対策室 TEL 0595-63-7492までお問い合わせください。 

 

＜補助金全般に関するご質問＞ 

 

Ｑ１ 設置工事の契約後でも申請は可能ですか。 

Ａ．申請は設置工事の契約前にしていただくことが前提です。申請後、市からの交付決定通

知を受けて、契約、施工を進めていただけることを補助の対象要件としています。 

 

Ｑ２ 既にある住宅等に設備を設置する場合は対象となりますか。 

Ａ．対象となります。なお、リース契約のような申請者以外の方が所有する設備や中古設備

については補助対象外です。 

 

Ｑ３ 増設、買換えの場合も対象となりますか。 

Ａ．対象となりません。新規での設置のみが対象です。 

 

Ｑ４ 別荘への設置は対象となりますか。 

Ａ．「自ら居住する住宅」の敷地外への設置は、対象となりません。 

 

Ａ．設備の設置工事後、施工業者への費用支払いを終えた際には、書面の提出による実績報

告が必要となります。その報告時点において、名張市に住民票があること、設備を設置する

住宅等を申請者の方が所有し、同じ敷地内に自ら居住していることが確認できれば、補助の

対象となります。 

 

【例】・申請時に市外にお住まいであり、住宅の新築に合わせて太陽光発電設備等を設置

し、その住宅に自ら居住するために転入される場合 

   ・申請時に市外にお住まいであり、建売住宅の購入に合わせて太陽光発電設備等を

設置し、その住宅に自ら居住するために転入される場合 等 

 

Ｑ５ 申請時に名張市在住でない場合や、これから住宅を新築・購入する場合でも 

補助の対象となりますか。 



2 

 

Ｑ６ 国や県の他の補助金等と併用することはできますか。 

Ａ．本補助金を受けて導入するご予定の発電設備については、他の補助金等の補助を併用す 

ることはできません。 

 

Ｑ７ 「再生可能エネルギーの固定価格買取制度（ＦＩＴ制度）」とは何ですか。 

Ａ．再生可能エネルギー源（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）を用いて発電された

電気を、国が定める価格で一定期間、電気事業者が買い取ることを義務付けるものです。 

余剰となった電力を長期に渡って固定された価格で買い取ってもらうことができるなど、

発電設備を導入する方にとって一定のメリットがあります。 

 本補助金では、発電した電力を売ることではなく、自身で消費することを主な目的として

発電設備を導入する方を対象としているため、ＦＩＴ制度やＦＩＰ制度（固定価格での買取

ではないが、売電価格に付加金の上乗せを受けることができる制度）の認定を受けられる方

を補助対象外としています。 

 

Ｑ８ ＦＩＴ・ＦＩＰの認定を受けない場合でも売電できますか。 

Ａ．売電することは可能ですが、発電した電力量の３０％以上を自身で消費することが補助

の要件となっておりますので、ご注意ください。 

小売電気事業者として、売電できる事業者の一覧を資源エネルギー庁がＨＰ上で公開し

ています。 

参考ページ： 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/solar-

2019after/retail_electricity_utility.html 

 

Ｑ７の回答でお示ししたとおり、固定価格や付加金が上乗せされた価格での売電ではなく

なり、事業者との自由契約の中で売電価格が決定するため、ＦＩＴ・ＦＩＰの認定を受ける

場合よりも安価な売電価格となることが一般的です。買取に当たり一定の条件が付く場合

や、買取の申込が受け付けられない場合もございますので、売電をお考えの際には、事前に

ご自身で各事業者へご確認ください。 

 

 

 

＜太陽光発電設備に関するご質問＞ 

 

Ｑ９ カーポートや倉庫の屋根への設置は対象となりますか。 

Ａ．「自ら居住する住宅」の敷地内に設置するものであれば対象となります。ただし、発電

した電力量の３０%以上を敷地内で自家消費しなければなりません。 
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Ｑ10 自宅敷地内に野立ての太陽光発電設備を設置する場合、対象となりますか。 

Ａ．対象となりません。対象となるのは、住宅等の屋根上に設置する場合のみです。 

 

Ａ．どちらか低い方の数値を採用してください。 

 

 

＜蓄電池に関するご質問＞ 

 

Ｑ12 蓄電池のみの購入でも、補助の対象となりますか。 

Ａ．対象となりません。本補助金を受けて太陽光発電設備を導入し、それに伴って導入する

蓄電池を補助の対象としています。 

 

Ｑ13 蓄電池の能力値として、定格容量と実効容量のどちらを採用すれば良いですか。 

Ａ．カタログ記載の定格容量の数値を採用してください。 

定格容量がカタログ等に記載されておらず不明な場合は、メーカーのホームページ等に定 

格容量の記載がないかご確認ください。どちらにも記載がなく、なお不明である場合には 

環境対策室までご相談ください。 

 〔参考〕 

  定格容量：蓄電池に蓄えることができる電気の量 

  実効容量：蓄電池に蓄えた電気のうち、実際に使用できる量 

 

Ｑ14 蓄電池の補助額について、具体的にどのような計算をすれば算出できますか。 

Ａ．補助額の算出式は以下のとおりです。 

 

補助対象経費（本体及び設置工事費の合計・税抜き）×１/３＝補助額（千円未満は切捨て） 

 

また、蓄電容量１０ｋｗｈ相当分までが補助の対象となり、これを超える分は補助対象外と 

なります。（算出する際には、②の計算方法を参考としてください。算出に当たっては、蓄 

電容量はｋｗｈを単位とし、小数点第二位以下を切り捨てた数値とします。） 

 

① 本体及び設置工事費の合計（税抜き）が７２.５万円（５ｋｗｈ）の蓄電池の場合 

７２.５万円 × １／３ ＝２４.１６････ 

⇒ 補助額は２４.１万円となります。 

Ｑ11 太陽光発電設備の能力がパネル（モジュール）とパワーコンディショナーで 

異なる場合は、どちらの数値を採用すれば良いですか。 
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② 本体及び設置工事費の合計（税抜き）が１８５万円（１２ｋｗｈ）の蓄電池の場合 

１８５万円 ×１／３ × １０kWh ÷ １２kWh ＝５１.３８････ 

 ⇒ 補助額は５１.３万円となります。 

 

補助対象となる蓄電池は、本体価格及び設置工事費の合計（税抜き）が、１ｋｗｈ当たりに 

換算した際、１５．５万円を超えないものに限ります。 

（上記①、②の蓄電池は金額の要件を満たしています。） 


